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1　研究の背景および目的

企業ポイントとは企業の販売促進や顧客の囲
い込み，消費者行動の取得のために導入されて
きたポイントプログラム内で発行されるポイン
トである。このポイントの発行額は年々増加傾
向にあるが，これは1社1種類のポイントから，
業種，業態の異なる企業でも貯める事，また，
使うことのできる共通したポイントの誕生によ
るものである。また，電子マネーや他社発行の
ポイントとの交換が可能となっていることもあ
り，ポイント加盟店内の取扱う商品，サービス
のみならず，多くの商品やサービスとの交換可
能性が高まっている。こうした発行量や流通量
の拡大と取引頻度の上昇により，企業ポイント
を新たな通貨としてみなす動きも出てきた。

もし企業ポイントが新たな通貨として十分機

能するようになれば，その用途は大きく広が
り，企業ポイントを介した取引市場は，法定通
貨を介した取引市場と異なる市場を形成するこ
とで，独自の発展が期待できると考えられる。

本稿においては，企業ポイントが十分に貨幣
としての機能を兼ね備え，通貨としての役割を
果たすことができるか否かについて，貨幣の本
質的な機能から検討することとする。そして，
企業ポイントが発行企業や導入企業のみなら
ず，企業を取り巻く経済市場全体に対しどのよ
うな影響を与える可能性を持っているのか，企
業ポイントの通貨としての可能性から提示す
る。特に，企業ポイントが通貨として機能する
場合の目指すべき具体的な形として，地域通貨
にその可能性を求め，地域通貨としての可能性
を検証する。
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2　貨幣とは何か

企業ポイントの通貨としての可能性を検討す
るため，まずは，通貨とは何かを整理する。通
貨について考えるためには，貨幣とは何かを考
える必要がある。なぜなら，通貨とは，形而上
的な貨幣という存在の中に含まれる，実際の経
済の中で流通する形而下的な貨幣であるからで
ある。貨幣とは，歴史的な背景を全体的に把握
した象徴的な概念である。通貨は，貨幣の存在
形態であり，具体的に且つ実際的に定義づけら
れる実務的な貨幣である。実際の経済で，決済
手段として流通している紙幣やコインなどで表
されるものであり，金・銀地金本位制から離れ
た現代においては，通貨それ自体に価値の裏打
ちのない，紙幣や預金，電子マネー等が通貨と
して流通している。つまり，貨幣とは全体的な
広義の概念であり，通貨とは実際的な流通する
貨幣である。通貨の経済的機能を明らかにする
ため，通貨が貨幣として機能するための定義と
その価値を明確にし，貨幣が経済の中でどのよ
うな機能を要求されることで，通貨として流通
することになったのか整理することとする。

貨幣の一般的機能として，①価値尺度機能，
②交換媒介機能，③価値保存機能の 3 つが挙げ
られる。これらの機能は，私たちが日常的・常
識的に理解している機能である。この貨幣が，
貨幣である根拠とは何か。私たちは，何をもっ
て貨幣を貨幣であると認識し，何故貨幣を経済
活動の中で利用するのであろうか。

私たちは，手元にある「あるもの」が貨幣で
あると知っており，通貨として自らが欲するもの
と交換できることを知っている。貨幣が貨幣で
あることを前提として，貨幣としての機能を発
揮するために，貨幣が持つべき必要な要素とど
のような価値があるのかを整理することとする。

（1）マルクスの貨幣論
マルクス（Karl Heinrich Marx, 1818-1883）

は，欲望の二重の一致の困難を打開しようとし

て，貨幣は一般的等価であると定義する。例え
ば，一般的等価であるものを x とすれば，x は
あらゆる商品を自らの価値で表現できる。つま
り，一般的等価形態が成り立つ。マルクスは原
則的には「どの商品もこの形態をとることがで
きる」1）としている。そして，一般的な等価形態
である x に「客観的固定性と一般的社会的妥当
性」2）を与え価値形態を完成させるため，社会的
な均質性を持ち，分割可能で耐久性に優れた金
で表現されることとなった。マルクスが「金銀
は生まれながらにして貨幣ではないが，貨幣は
生まれながらにして金銀である」3）というように，
貨幣商品は，その元来の使用価値，効用に加え，
商品世界から貨幣という社会から追加された使
用価値，効用を持つこととなる。さらに貨幣は，
あらゆる商品と交換可能であり，交換すること
のできる選択権を持つ。それ故に，貨幣は誰も
が喜んで受け取る，一般的受容性を持つのであ
る。

（2）メンガーの貨幣生成論
メンガー（Carl Menger, 1840-1921）は，分

業が発達し財が多様化することで，自分の欲
する商品の所有者と自分が所有する商品を欲す
る者とが出会う確率は小さくなり，物々交換が
困難となることを指摘する。つまり，欲望の二
重の一致の困難のため，財の交換が成立しなく
なるというのである。しかし，貨幣は残りのあ
らゆる商品と比較して販売可能性が高い。その
ため市場性が高く，交換手段として一般に利用
される。また，貨幣が一般的な通用交換手段と
なることで通用性は高まり，その他の商品同士
の直接的な取引の可能性を低下させる。その結
果，貨幣は他の商品よりも市場志向性，販売可
能性，通用性の高い商品となる。そして，これ
らの性質を持つことで貨幣は，誰もが欲しがり，
誰もが受け取ることとなる。さらに，人々は各
自が持つ商品を一旦貨幣に交換しておいて，そ
の後，自分の欲する商品と交換しようとする。

ところが，貨幣自体が誰もが欲しがるもので
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あるため，何回かの交換で効用がある程度上昇
すると，人々は貨幣と商品との交換を停止する
可能性がある。そのため，貨幣が貨幣として存
在し続けるためには，商品世界の中で，消費と
生産が実行され続ける系が存在する必要があ
る。この系の中では，系の参加者が消費によっ
て新たな欲求を持ち続け，生産によって交換の
必要を持ち続ける。

（3）ケインズによる貨幣概念と貨幣の価値
マルクス，メンガーは，商品の交換過程から

貨幣が生じたとし，貨幣の価値尺度，交換手段
としての機能を明らかにしている。このよう
に，貨幣の発生を交換過程に前提を置いた場
合，貨幣自体が商品性を持つこととなる。

一方貨幣は，日々の経済活動の中で貨幣とし
ての機能を果たし，財やサービスの購入や債務
の決済として利用されている。実際に私たちが
今利用している貨幣は，貨幣そのものに価値を
持たない。この，価値実体のない貨幣が，貨幣
として流通している事実を支えているのは，国
家による貨幣通用力の保証である。国家の保証
が，貨幣に価値を与え，貨幣として流通させて
いるのである。

ケインズ（John Maynard Keynes, 1883-1946）
は，計算貨幣を第一次的なものとしている。そ
して，計算貨幣を物理的形にしたものが「本来
の貨幣（国家貨幣）」であり，計算貨幣を帳簿
上の話にとどめたものが「債務の承認（銀行貨
幣）」であるとする。さらに国家貨幣を，商品

貨幣，法定不換貨幣，管理貨幣の 3 つの形態に
分類している。商品貨幣とは金のような，その
もの自体に貨幣以外の価値を持つ。法定不換貨
幣とは，象徴的貨幣であり，そのもの自体に価
値を持たないものである。また，管理貨幣とは，
国家がある客観的標準で測って確定した価値を
持たせるように，兌換やその他の方法でその発
行条件を管理することを引き受けている貨幣で
ある。ケインズは，この管理貨幣を商品貨幣と
法定不換貨幣の雑種であるとしているが，「ある
意味では貨幣の最も一般化された形態」4）であ
るとしている。そして，「近代的貨幣は，その多
くがいまでもなお商品貨幣と管理貨幣との混合
物のままである」5）が，「典型的なものはますま
す管理貨幣の形に近づいていく」6）としている。

さらにケインズは『雇用，利子および貨幣の
一般理論』（以下，『一般理論』と略称）におい
て貨幣の価値保蔵機能を重視し，財そのものの
価値貯蔵に代わり，貨幣が時間を通じた価値の
担い手として機能することで，現在の価値を将
来へ保蔵しているとする。つまり，貨幣は価値
を保蔵し，いつでも財やサービスと交換するこ
とのできる流動性を持つ相対的に安全な資産な
のである。一方，人々は自らが持つ所得をより
安全な形で手元に保有しようと欲する。この欲
求は流動性選好と呼ばれるが，この流動性選好
により，人々は安全で且つ効率的な形で所得を
保有しようとする。

また『一般理論』においてケインズは，利子
率を不支出（貯蓄あるいは待忍）の報酬ではな

図 1　貨幣の概念と形態
出所：Keynes, J. M. （1930） A Treatise on Money
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く，「特定期間に流動性を手離すことに対する
報酬」7），つまり，特定期間，貨幣を手離すこ
とに対する対価であるとしている。そして，貨
幣の価値を利子と考える。

貨幣は最も安全な資産であるため，人々の流
動性選好によって社会全体の富は滞蔵し，有効
利用されない。利子率は，富を人々の手から切
り離し，社会全体に流通させることで新しい富
の生産に役立つのである。

（4）社会システム論からの考察
ルーマン（Niklas Luhmann, 1927-1998）に

よれば，貨幣は支払というコミュニケーション
を媒介する，「コミュニケーション・メディア

（媒体）」8）であるとする。「コミュニケーショ
ン」と表現されるように，自らが持つあるもの
を，貨幣を介し他者が持つあるものと交換する
とき，相手が必要であり，貨幣が貨幣として機
能するには，他者との接触が前提とされる。そ
もそも，貨幣が貨幣として存在するためには，
存在している「あるもの」を「貨幣」と認識し，
貨幣として受け取ってくれる人間が，自分のほ
かにも多数存在していなければならない。貨幣
を貨幣として受け取ってくれる人間がいなくな
れば，貨幣は貨幣でなくなってしまうのであ
る。

岩井（1998）によれば，貨幣とは，「純粋に
「共同体」的な存在」9）であり，貨幣を共有する
ことによって形成された社会的関係を「貨幣共
同体」と呼ぶ。この「貨幣共同体」の中では，
貨幣は他の財の効用を一般的に体現化した象徴
的な価値であると人々に認識され，その価値を
媒介する媒体として利用されている。

ところで，貨幣を介し取引を行う場合，継続
的な時間の概念が根底にあることに注目すべき
である。例えば，未来のある時点においても，
貨幣は貨幣として支払することができ，貨幣と
して受け取ってもらえる。このような貨幣の価
値保蔵機能によって，貨幣は今と未来をつなぐ
橋渡しをしていると言える。つまり，貨幣を介

して取引することで，現在の支払人の選択の実
行（現在化）を未来の受取人の選択の先送り

（未来化）へと変換していると言える。このよ
うな，選択の未来化を支えるのは貨幣の信頼に
よるものである。貨幣が今まで貨幣として使わ
れてきたことによる事実そのものが，この先も
貨幣として使われるだろうという人々の期待と
なり，この将来への期待が，今ここで使われる
貨幣の信頼となって，取引を支えているのであ
る。言い換えれば，貨幣を介したそれぞれの取
引全体が経済システムとして機能し，その経済
システムが未来も継続し作動し続けるであろう
という人々の期待が，貨幣それ自体の信頼とな
る。そして，この貨幣への信頼は，経済システ
ムを継続し作動し続けるように働く。つまり貨
幣は，貨幣を貨幣として利用できる共同体（貨
幣共同体）が存続するであろうという期待の下
に機能するものである。そして，この共同体と
貨幣のそれぞれの信頼はお互いが無限に存在す
ることを支えているのである。

（5）貨幣の機能を支えるものとは
マルクス，メンガーは，貨幣それ自体が価値

のある商品や財貨であって，そのもの自体が耐
久性に優れ，保存が容易であり，価値が変化し
づらい商品や財が貨幣となり，市場指向性が増
すことで，誰もがいつでも欲しいと思うものと
なり，価値を保蔵する機能をも持つようになっ
たと考える。一方，ケインズは，貨幣はそれ自
体に価値はなく，国家がその強制力により貨幣
と定め，商品請求権や一般的購買力として通用
するものが貨幣であると考える。そのもの自体
に価値がないため，貨幣の価値を支えるもの
は，国家の信用である。国家が定めた貨幣は，
国家の力により，自らが欲する商品といつでも
交換することができるだろうと人々が信用して
いるから流通する。このような貨幣は，一般的
な交換媒介機能という本質的な機能を前提とし
て，人々の流動性選好と投機的動機を理由とす
る利子により価値保蔵の機能を持つ。さらに，
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貨幣を貨幣として利用するためには，貨幣を貨
幣として受け取ってくれる共同体の存在が不可
欠である。そして，この共同体が未来永劫続く
という信頼によって，経済システムが機能する
ことなる。

以上より，あるものを貨幣として人々に認知
させ，貨幣としての機能を果たさせ，流通させ
るためには，次のような本質的な機能と，人々
の間で貨幣として認識され，且つ流通させるた
めの力が必要である。

① 一般的交換手段として機能するための交換可
能性

② 継続して商品や貯蓄の媒介を行うことで，社
会をシステムとして機能させるための循環機
能

③ 貨幣を貨幣として循環させるためのコミュニ
ティの形成

④ 貨幣の価値と社会システムの継続を保証する
信頼

⑤ 貨幣を流通させるための人々の期待や利子等
のインセンティブ

つまり，①，②は貨幣の本質的な機能であり，
③，④，⑤は貨幣が貨幣として人々に認識され，
流通し，通貨として利用されるために貨幣が持
つべき必要な条件であると言える。

3　地域通貨とは何か

企業ポイントが通貨であるとした場合，企業
が発行主体である以上，法定通貨とはなり得な
い。そのため，企業ポイントが貨幣として機能
する形として，自治体や企業，NPO 団体が発
行し運営する補完貨幣としての地域通貨にその
可能性をみることとする。企業ポイントは，法
定通貨が作り出す既存の経済システムと共存
し，寄り添い，「コンプリメンタリー」な地域
通貨として存在させることで，経済システムに
溶け込み，地域通貨としての役割，機能を発揮
することができる。そして，既存の経済システ
ムに調和し継続して存在し続けることで，法定

通貨を補完し，持続可能な社会の形成に役立つ
と考えられる。

（1）地域通貨の特徴と機能
地域通貨とは，その言葉通り地域の通貨であ

る。しかし，この「地域」という言葉は，単に
地理的，物理的な地域（local）という意味だけ
ではなく，共通の意識や価値観を共有する共同
体（community）の意味合いも持つ。つまり，
地域通貨とは，ある特定の地域において流通す
る「ローカル・カレンシー」ではなく，特定の
地域は勿論，価値観や関心事，倫理観を拠り所
として存在する共同体の中で，その共同体の参
加者が独自に発行し，その共同体の中で流通す
る「コミュニティ・カレンシー」である。

また，地域通貨とは，価値観を同じくする共
同体の中で流通する通貨であるため，その共
同体に固有な社会的価値観や規範，文化を表
現，伝達する。その意味において，地域通貨は
社会・文化メディアであると言える。一方，地
域通貨は共同体のメンバー間での商品や財の交
換に利用される。地域通貨が目指す交換は，そ
の共同体への信頼や期待に裏付けされた互酬
性 10）を伴った交換である。というのも，互酬
という，相手からの贈与に対し必ず返礼をする
という共同体的規制によって，欲望の二重の一
致の困難を解消し，商品や財の交換を可能にし
ているからである。この意味において，地域通
貨は互酬的交換を目指す経済的メディアである
と言える。このように，地域通貨は 2 つの相反
する側面を持つことで，市場とコミュニティと
の双方に親和性を持つため，単なるコミュニ
ティ形成のため，という理由だけではなく，地
域経済の活性化とコミュニティの活性化という
2 つの目的のため導入される。さらに地域通貨
の機能は，西部（2013）によると次の 6 つにま
とめられる。

（1）自主的な設計と発行および管理運営の自由
（2）域内限定流通
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（3）無利子あるいはマイナスの利子
（4）信頼と協同
（5）協同的生産者
（6）言語的表現，伝達

以上のように，地域通貨は，その特徴と機能
から新たな価値尺度を生み出し，交換のための
仕組みを事前に設計することで，共同体の目的
を達成するように流通する通貨である。

（2）今求められる地域通貨の形
地域通貨とは，コミュニティを形成し，共同

体の繋がりを強化しようとする社会的要因のた
め，あるいは，もしくは同時に，共同体内の経
済の活性化を目的とした経済的要因を理由に発
生し，普及し発達してきたシステムである。言
い換えれば，地域通貨とは，それが発生した当
時の社会的環境や経済的状況を打破し，改善す
ることを目的として，法定通貨による経済市場
の影響を弱め，独自の経済圏を作り出そうとし
た結果生まれたシステムと言える。

また，地域通貨が流通するのは，人々の繋が
りの強化やお互いに利益を分け合おう，共に発
展しよう，というコミュニティ継続への欲求が
インセンティブとして働いているのである。貨
幣の基本機能を持ちながらも，異なるインセン
ティブによって流通する地域通貨の誕生とその
流通には，その時代の環境や状況が色濃く反映
されることとなる。グローバル化や金融危機
等，社会を取り巻く環境が目まぐるしく変化す
る昨今，社会に求められているのは多様性と持
続可能性である。現代社会において，地域貨幣
の導入とは，社会の多様性と持続可能性を実現
するための改革の一つである。今求められる地
域通貨の形とは如何なるものか。

例えば，リエター（Bernard A. Lieter, 1942-）
は景気の影響を受けずに商品交換を促進し，
国際的な価値基準となるグローバル基準通貨

（Global Reference Currency, 以下GRC）のうち，
物質世界と連係した通貨単位「テラ（Terra）」

を提案している。テラは，ハイエクが支持した
商品準備通貨制度同様，商品バスケットを設定
する。テラにおいては，国際貿易にとって重要
な一次産品やサービスによって基準バスケッ
ト 11）を構成する。これは，ある国の経済状況，
特に大きな経済圏を持ち，取引量の大きい国の
経済が他の国の経済へ大きな影響を与えること
に対する不公平さを，GRC という同一の価値
基準で取引することにより，商品交換を潤滑に
行わせようとするものである。

リエターの思想は，世界全体に統一した価値
基準を作ろうとしたものであり，地域通貨の理
念とは異なるものであるが，法定通貨が作り出
す経済の動向を補正し中和する GRC を導入す
ることで，貨幣の第一目的である商品取引を円
滑に行わせようとしたことと，将来にわたり安
定的な取引を継続して行うことのできるシステ
ムを創ることが，持続可能な社会の実現にとっ
て重要であるとする考え方は，地域通貨の理念
と共通するところである。経済が地域を越えて
グローバル化している現代において，持続可能
な社会の実現には，補完貨幣の存在が必要であ
る。世界全体の経済に完全に引きずられること
なく，その影響を最小限に抑えるためには，地
域独自の安定した経済圏を持つことが必要であ
る。独自の経済を作り出す一つの手段として，
補完貨幣である地域通貨は重要な役割を果たす
と考えられる。

また，財の需要と供給が企業を中心に行われ
る現代の経済活動において，生産を担い，家計
へ財の供給を行う企業の役割は大きい。企業が
主体となり運営することによって，地域通貨の
利用エリアや取引機会が増えれば，補完貨幣と
してその役割と影響は大きなものになると考え
られる。以下では，企業が主体となり，企業利
益の目的だけではなく，企業を取り巻く社会全
体の持続可能性を目指し創造する地域通貨の可
能性を検討したい。本稿では企業ポイントプロ
グラムに着目し，その仕組みが地域通貨として
機能する可能性を検証することとする。
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4　企業ポイントについて

企業ポイントとは，ポイントプログラムに
おいて，企業が発行するポイントのことであ
る。ポイントプログラムとは，カスタマー・ロ
イヤリティ・プログラム（Customer Loyalty 
Program）のことである。米国発となる引換券
やスタンプカードが起源とされており，企業が
発行する引換券やスタンプ（ポイント）を集め
ることで，消費者が報酬を得ることができる仕
組みのことである。日本においては，キャッ
シュカードやクレジットカードなどのカード普
及が進む中，1984 年に ANA がマイレージカー
ドの発行，1985 年には電気量販店のヨドバシ
カメラが顧客との値引き交渉を減らす目的から
導入したことで，電子化された形でのポイント
が広く消費者に認知されるようになった。日本
のポイントプログラムは，「優良顧客の囲い込
み」，「販売促進」，「消費者行動の分析」等の
マーケティングツールとして発展してきたが，
様々な業種で採用されたことで，企業ポイント
の発行額は年々増加している。野村総合研究所
によると，家電量販店，クレジットカード，携
帯電話，ガソリン，総合スーパー，航空，コン
ビニエンスストア，百貨店，インターネット通
販，ドラッグストア，外食の国内 11 業界の内，
売上上位でポイントプログラムを提供してい
る主要企業の 2011 年度のポイントおよびマイ
レージ発行額は，最少でも 9,770 億円に達した
と予測している。これは，ポイント提供事業者
の事業提携の拡大や，他社でも使える共通ポイ
ントを導入する企業が増加したことが背景にあ
ると思われる。

また，企業提携の増加に伴い異なる企業が発
行するポイント間の交換が可能になったこと，
つまり，企業ポイント間の流通性が高まってき
ていることに注目し，企業ポイントを「企業通
貨」「新しいお金」として，新たな通貨とみな
す主張も現れてきている 12）。本稿においては，
単なるマーケティングツール以上の価値や可能

性があるのではないかと期待される企業ポイン
トの新たな価値や目的を，地域通貨の可能性に
模索する。そのため，まずは企業ポイントとは
何かを整理する。

（1）企業ポイントと電子マネーの違い
企業が発行するポイントを企業ポイントと呼

ぶが，企業ポイントには，その原資の違いに
よって適用される法規制等の違いがある。経済
産業省企業ポイント研究会によれば，電子マ
ネーとは，「イシュアー（発行主体）が電子マ
ネーという価値を発行し，消費者（利用者）が
その価値に応じた対価を支払い，購入するもの
であり，その原資は，価値に応じて消費者が支
払う現金であるもの」13）と説明している。つま
り，電子マネーとは，発行主体が発行する価値
媒体に，消費者が現金を支払ったものである。
その意味で，電子マネーとは，私たちが日常利
用している法定通貨が姿を変えただけのものと
言え，それには，通常寿命はない。

一方，企業ポイントとは，「主たる取引に付
随して，景品・おまけとして発行されるもので
あり，その原資は企業の販売促進・広告宣伝費
等であり，顧客の囲い込みが主な目的であるも
の」14）としている。つまり，企業ポイントとは，
ポイントプログラムにおいて，企業側の費用を
原資として発行されるものである。そして，一
般的には有効期限が設けられており，期限が来
ると消滅する。

（2）企業通貨とは何か
企業ポイントは，その発行額，市場規模の拡

大による流通量の増加，発行主体の異なる企業
ポイント間の相互利用，電子マネーとの交換，
利便性の向上等の理由から，企業通貨であると
の主張がある。

企業通貨とは何か。野村総合研究所によれ
ば，「有償契約にもとづいて発行される電磁的
記録であって，契約にもとづく範囲で金銭債務
を弁済する効力を有する情報」15）とし，電子マ
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ネーやプリペイドカードに，他のポイントや電
子マネーなどと交換できるポイントを加えたも
のを，企業が発行する疑似通貨，すなわち企業
通貨と定義している。ここでは電子マネーとポ
イントを一括りにしているが，前払式支払手段
にあたるものは，原資が利用者・消費者が持っ
ている「おかね」であることから，疑似通貨で
はなく，仮想通貨と言える。つまり，前払式支
払手段は，実際には法定通貨である「おかね」
そのものであるが，実際手に取ることができ
ず，電子的な形として利用される仮想（virtual）
な通貨である。

本稿においては，企業がその原資を負担して
おり，法定通貨に似た働きをする疑似通貨，つ
まり，法定通貨によく似ているが，企業が発行
主体となる新しい通貨として，企業通貨を定義
する。そして，この企業通貨は企業を中心とし
た取引に対し，利用者が経済的なメリットを享
受することを期待して導入され利用されている
ことから，特定域内の経済活性や域内のつなが
りを目的として導入される地域通貨の一つとみ
なすことができると考える。

5　 企業ポイントの地域通貨としての 
可能性

企業ポイントが通貨として流通するために
は，企業ポイントが貨幣としての要件を満た
し，且つ流通させるための力が必要である。流
通するための力とは，貨幣が実際の経済活動に
おいて利用されるための意味や目的である。実
際の経済の中で，現実的な意味と目的を持ち，
人々に使われることで貨幣は通貨として流通す
る。企業ポイントが，貨幣としての本質的な機
能と経済の中で流通するための意味や目的を
持っているのかどうか，また，持たせることが
可能なのかどうかを検証する。そして，実際に
通貨として働くための一つの形として，地域通
貨としての可能性を検討する。

（1）貨幣論からの考察
2 章（5）でみてきたように，あるものを貨

幣として人々に認知させ，貨幣としての機能を
持ち，流通させるためには①から⑤の本質的な
機能と，それを支える背景が必要であった。各
項目について，現状の企業ポイントの仕組みや
実際の利用状況から検証する。特に，①，②お
よび③については，実際に運用されている企業
ポイントとして，株式会社 T ポイント・ジャ
パンが運営する T ポイントを例に取り確認す
ることとする。
1）交換可能性

T ポイントは，現在広く認知され，利用可
能な場所が多い企業ポイントの一つである。T
ポイントの利用可能店舗数は，2013 年 8 月末
時点で 104 社，61,189 店舗であり，その提携先
企業の多くは，小売・卸売業や流通業，飲食業
等のサービス業者である。利用可能店舗のう
ち 5,141 店舗は，街の飲食店やクリーニング店，
美容院などの中小規模の店舗である。そして，
T ポイントカードのアクティブ会員は 4,677 万
人とされる。他社が発行する企業ポイントとし
て，株式会社ロイヤリティマーケティングが発
行する ponta の利用可能店舗数が，2013 年 11
月 1 日現在，70 社，22,500 店舗であることと
比較すると，利用範囲は広いと言える。T ポイ
ントの利用者は，ポイントを発行するカルチュ
ア・コンビニエンス・クラブの自社商品やサー
ビスの割引以外にも，提携先企業の店舗から，
希望する商品の購入やサービスの対価としてポ
イントを利用することができる。提携先企業の
業種に偏りがあるため，交換できる商品の多く
は消費財かサービスであるが，人々がその商品
やサービスを手に入れるための対価として企業
ポイントを利用できる環境が用意されていると
いうことは，取引における交換可能性は高いと
言える。
2）循環機能

貨幣の循環機能とは，市場の財が貨幣を媒介
とし取引されていくことである。そして，企業
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ポイントを介した複数の取引が行われることで
市場が形成され，ポイントが流通する経済シス
テムが生まれる。T ポイントの取引を考えた場
合，ある人が持っているポイントを商品やサー
ビスと交換することが可能であり，商品と引き
換えに，さらにポイントを受け取ることも可能
である。ポイントの獲得は，取扱加盟店で商品
を購入すると受け取ることができる。ここで獲
得できるポイントは対価ではなく，おまけとし
て付与される。つまり，労働やスキル，商品な
どの個人が持つ財との交換ではなく，企業から
一方的に付与されるものである。x 量の T ポ
イントで，A，B，C などの交換可能な商品が，
それぞれ y，z，u，量などの設定された量分交
換できるとすれば，ある個人に着目し取引の流
れを見た場合，その取引は（5.1）のように表
すことができる。（5.1）の取引で得られた商品
は，消費されるが，T ポイントで購入した商品
をさらに T ポイントと交換することはできな
いため，取引は一方向にのみ流れると言える。
メンガーの言葉を借りれば，T ポイントは T
ポイントが利用可能な加盟店群が作る特定市場
において市場指向性を持つが，販売可能性は持
たない。つまり，T ポイントが商品市場におい
て循環しているとまでは言えない。

 ＝ yA
 ＝ zB
xT ポイント  

 ＝ uC 
（5.1）

 …

また，発行主体企業や加盟企業は，消費者へ
商品を販売する際にポイントを発行する。この
とき，消費者が起こす購買や来店等のポイント
が付与される行動を Bc とし，付与されるポイ
ントに変化を与える変数を s とし，企業が消費
者の行動に対する対価としてポイントを発行し
ているとみなせば，（5.2）の式が成り立つ。

sBc  xT ポイント （5.2）

消費者がポイントを利用して取引を行った場

合には，（5.1）が成立するため，消費者への商
品やサービスの販売に対しては（5.3）が成立
する。

 ＝ yA
 ＝ zB
sBc  xT ポイント  

 ＝ uC 
（5.3）

 …

しかし，企業が受け取ったポイントは，自社
内の商品の割引として処理するか，販促費等の
費用として処理しており，次の取引に利用する
ことができないため，企業ポイントは，商品市
場における交換機能としての役割を十分に果た
しているとは言えない。

以上のように，企業ポイントは商品取引にお
いて循環しているとは言えず，ポイントを媒介
とした経済システムが形成されているとは言え
ない。
3）コミュニティの形成

T ポイントの利用者数は，2013 年 8 月末時
点で 4,677 万人 16）である。会員の中心は 20 代
から 30 代の人々であるが，特に 20 代の利用者
は 933 万人となり，日本の 20 代人口の 7 割を
占める。これは，Tポイント加盟店舗の多くが，
20 代，30 代の人々の利用が多い店舗や飲食店，
カラオケ店などの小売，サービス事業者である
ことと，この世代が電子取引や電子ポイント利
用に馴染んだ世代であることが理由である 17）。
しかし，ゴルフ場や地域に根付いたドラッグス
トア，図書館など，広い世代に利用される施設
や店舗との提携が進んでいるため利用者は拡大
している。そのため，T ポイントの利用は特
定の世代に限定されているわけではなく，特定
の地域や業態を利用している人々にのみ限定さ
れているわけではない。利用者は T ポイント
を利用することによる割引や付加サービスをメ
リットとして捉え，そのメリットを得ることを
目的にポイントプログラムに参加している。特
定のサービスを享受したいという欲求を持ち
ポイントを利用しているという意味において，
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T ポイントの利用者は同一の目的を持ってポイ
ントプログラムに参加している共同体であると
言える。
4）価値とシステムに対する信頼

ここでの信頼とは，ポイントプログラムが作
り出すシステム継続に対する信頼である。上記
において企業ポイントは充分な循環機能を持っ
ていないため，システムと言えるまでの仕組み
として発展していないことを示した。そのた
め，ポイントプログラム自体に対する信頼の有
無を検証する。なぜならば，ポイントプログラ
ムがシステムとしての機能を満足するに至った
場合，ポイントプログラム自体の信頼が根底に
あることが，システム全体の信頼となるためで
ある。

ポイントプログラムが継続することにより，
未来においてもポイントによる利益を享受でき
るであろうという人々の期待は，ポイントの利
用やポイントを取得しようとする行動に影響を
与えると考えられる。ここで，ポイント付与に
よる購買行動の変化について調査した，野村総
合研究所のアンケート調査を参考にする。

2012 年 7 月から 8 月にかけ野村総合研究所
が全国の満 15 歳から 79 歳の男女個人に対し消

費行動とポイント付与に対し訪問留置調査を
行った結果を図 2 に示す。この調査によって，
ポイントの有無が消費者の商品選択を変更させ
るまでの強力な影響力があるとは言い難く，特
に店舗変更に対しての影響力は大きいとは言え
ない。しかし，図 2（A）の結果から，4 割強
の人々がポイントを獲得することを目的に商品
選択を行っている可能性があると言える。ポイ
ントプログラムの多くは，商品購入時に獲得で
きるポイントを，ポイント付与時の購入から値
引きとして利用することはできない。後日の取
引の際に割引として利用できるものが一般的で
ある。つまり，ポイントを獲得しようとして商
品選択を行う人々は，将来的な取引の際に割引
というメリットを享受しようとしてポイントを
獲得，蓄積しようとしていると言える。将来の
取引に対する割引が約束されることを期待して
いるからこそ，現時点の取引においてポイント
を獲得しようとしているのであれば，将来的に
割引してもらえるという期待は，そのポイント
が将来においてもポイントとして有効であり，
取引の際に割引を受けられるという期待と信頼
によるものである。したがって，ポイントを貯
めるという行為は，ポイントプログラムが未来

図 2　ポイントが商品・サービスや店舗の選択に及ぼす影響
出所：2012 年 7 月～ 8 月　野村総合研究所「日常生活に関するアンケート調査」

（A）ポイントが商品・サービスの選択に
　　及ぼす影響
問．ポイントがつくかどうかで購入する商品・
　　サービスが変わるか？

あてはまる

（B）ポイントが店舗の選択に
　　及ぼす影響
問．ポイントがつくならば，多少手間がかかっても
　　その店で購入するか？

ややあてはまる

13.1％

31.2％

あまりあてはまらない あてはまらない

27.6％

28.1％

8.8％

27.4％

33.6％

30.2％



立教ビジネスデザイン研究　第 11 号　2014

－99－

においても継続しているであろうという人々の
信用と信頼に他ならない。
5）インセンティブ

企業ポイントが，貨幣として市場指向性を持
ち，財の交換媒介を促進するためには，貨幣が
利用する共同体の中で積極的に利用され，流通
する必要がある。言い換えれば，流通を促進す
るには，人々が企業ポイントを使おうとするイ
ンセンティブが働く必要がある。

企業がポイントプログラムを導入するメリッ
トをインセンティブと考えれば，ポイントプロ
グラム導入による，顧客の囲い込み，販売促進
効果，提携企業間の顧客送客による来店客数の
増加とそれによる収益の拡大への期待が，サー
ビスを導入する企業側のインセンティブであ
る。また，ポイント付与率の変更や特定商品へ
のポイント付与により，来店数や購買行動な
ど，顧客の購買行動を企業側の希望に変化させ
ようとする期待もインセンティブである。これ
はプラスのインセンティブとして働き，プログ
ラム導入やプログラムの継続を助ける。一方
で，ポイントプログラムによる管理運営コスト
や，会計処理の複雑さは，企業にとってマイナ
スのインセンティブとして働く。

企業ポイントを使用する個人にとっては，ポ
イントは商品購入や来店等により，一方的に付
与される。つまり，自らが持つ財との交換では
ないため，付与されたポイントに対する財の価
値は受け取った個人によって異なると言える。
受け取った人により価値が違うため，誰にとっ
ても価値があるものとは言えず，ポイントの価
値自体が強いインセンティブとして働くとは言
えない。しかし，特定の人々にとっては，ポイ
ントは価値あるものとして認識されているた
め，ポイントプログラムへの参加意義，ポイン
トシステムそれ自体が作り出すメリットや信頼
によって，ポイントの価値が決められることと
なる。共同体の形成とそのシステムへの信頼と
連動することで，ポイントプログラムに参加す
る個人に対しプラスのインセンティブが働き流

通が促進されると考えられる。また，ポイント
の有効期限は期限内に使おうというインセン
ティブとして働くことにより，流通速度が速ま
るため流通は促進される。

（2）企業ポイントは地域通貨となりえるのか
（1）で見たように，企業ポイントは，ポイン

ト発行主体とプログラム加盟店内での商品交換
の可能性は高い。そのため，発行主体を中心と
してポイント利用を目的としたコミュニティが
形成されているとみなすことができる。また，
ポイントプログラムによって形成される取引シ
ステムが継続するであろうという期待があるた
めに，ポイント利用者とプログラム導入加盟店
が増加しているとすれば，ポイントプログラム
および企業ポイントに対し人々が信頼を寄せて
いると考えられる。このポイントプログラムに
対する信頼は，将来においてもこの仕組みが継
続するであろうという期待と信頼であり，未来
においてもポイントが有効であろうという期待
と信頼によるものである。これらの期待と信頼
は，運営企業への信頼や事業継続に対する期待
につながるものであると考えられる。

このように，企業ポイントを介した取引が行
われる共同体が形成され，その共同体に対する
信頼によって，ポイント利用に対するインセン
ティブが働き，共同体内での取引に対し企業ポ
イントが使われていると言える。但し，この取
引は一方向にのみ流れているものである。その
ため，共同体内での取引は循環しているとは言
えない。つまり，企業ポイントを介した取引
は，商品交換が次々と行われる市場を形成して
いるとまでは言えず，企業ポイントが流通する
共同体は，取引が次々と行われるような経済シ
ステムとしては機能していない。そのため，企
業ポイントは，流通するための環境は整ってい
るが，循環機能が不十分であるため，貨幣とし
ての要件を十分に満足しておらず，現時点にお
いて，企業ポイントは貨幣であるとは言えな
い。しかし，流通するために必要な条件を満た
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していることから，貨幣としての循環機能を持
つようポイントプログラムの仕様を変更するこ
とで，企業ポイントは共同体内を通貨として循
環し，個別の経済システムを作り出すことがで
きると期待される。

それでは，企業ポイントが人々の間で流通す
る通貨として働くことにより経済システムを形
成するためには，ポイントプログラムがどのよ
うな仕組みとなればよいのであろうか。目指す
べき通貨の形として，地域通貨にそのヒントが
あると考えられる。なぜなら，企業ポイントは
地域通貨として機能するためのいくつかの要件
をすでに満たしているためである。

3 章で概観したように，地域通貨とは特定域
内に目的を同じくした共同体を形成させ，共同
体中のコミュニケーションを活発にし，その経
済を活性化することを目的とした通貨である。
ポイントプログラムは，販売促進や顧客の囲い
込み等の企業のマーケティングツールとして導
入されてきた。企業がポイントプログラムを導
入するのは，顧客とのつながりを強化したいと
いう欲求と，そのつながりが結果的には企業の
収益につながるであろうという期待によるもの
である。言い換えれば，ポイントプログラムと
は，企業が自社を中心とした取引市場を形成し
ようとし，さらに，そのプログラム導入による
経済的効果を目的とした仕組みである。この意
味において，ポイントプログラムおよび企業ポ
イントの導入は，地域通貨導入の目的と同じで
あると言える。

企業ポイントの特徴として，3 章で示した地
域通貨の特徴である（1），（2），（3）は，すで
に確認してきた。（4）の仕組みおよび発行主体
である企業に対する信頼に基づいて機能してい
ることについては，貨幣の機能からも明らかで
ある。また，企業ポイント利用者は，プログラ
ム参加のメリットを感じて利用しているため，
その利用者はアイデンティティを持っている。
そして，積極的にそれを表現しているわけでは
ないが，特定のポイントを使っているという点

において（6）のアイデンティティを表現して
いると言える。つまり，地域通貨として機能す
るためには，プログラム参加者相互の財の交換
という機能を追加する必要がある。相互の交換
によって，次々と取引が行われることで，ポイ
ントプログラムは単なる販売促進の仕組みか
ら，経済システムへと成長する。さらに，自ら
が持つ財と交換できることがインセンティブと
して働き，取引は活性化されると考えられる。

企業ポイントは，商品購入時に一方的に企業
から消費者へおまけとして付与されているとい
う本来的な性質上，ポイントを受け取る側に
とっての価値は曖昧となる。また，ポイントを
積極的に獲得，交換しようとしてもその手段が
限られているため，財の相互交換という機能を
持たない。企業ポイントが貨幣として機能し，
流通するためには，法貨以外の個人や組織が持
つ財を企業ポイントと交換できることが重要で
ある。財との交換という機能が加わり，且つそ
の価値が利用者に認められれば，企業ポイント
は貨幣と同様に，人々にとって価値あるものと
認められ流通するだろう。さらに，企業ポイン
トを使うメリットを感じ取引に利用する人々が
増え，交換取引が相互に行われるようになれ
ば，企業ポイントを取引に利用する経済システ
ムが誕生する。こうした企業ポイントが流通す
る経済システムにおいて，企業ポイントは地域
通貨として機能すると期待される。

6　結論と課題

現在，私たちが商品を購買する際，購入や来
店によって企業からポイントが付与されること
が日常的になってきている。商品交換に利用で
き，通貨のように振る舞う企業ポイントには，
どのような経済的な価値が秘められているので
あろうか。企業ポイントに本来の目的以上の価
値があるのか否か，また，新たな価値としてど
のような発展が期待できるのかを検討すること
が本稿の目的であった。そして，企業ポイント
の流通量の拡大や利用可能機会の増大，通貨と
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しての可能性を示唆する意見を踏まえ，企業ポ
イントの通貨としての可能性，特に法定通貨を
補完する地域通貨の可能性を貨幣論から考察し
てきた。さらに企業ポイントが貨幣としての価
値を持ち，通貨として機能することにより，企
業ポイントが取引媒体として流通する独自の経
済市場を形成することができるのかを検討し
た。

貨幣の本質的な機能および流通させるための
力と地域通貨として機能するための条件を踏ま
え，企業ポイントについて検証した結果，企業
ポイントには，貨幣としての本質的機能の一つ
である循環機能が不十分であるとの帰結に至っ
た。企業ポイントは，ポイントプログラム内で
商品交換を媒介するものとして機能するが，そ
の交換は循環していない。しかし，企業ポイン
トが流通するための共同体の形成やシステムへ
の信頼，利用メリットを期待した利用者のイン
センティブが働くことで，企業ポイントの市場
とその流通量は拡大している。そのため，貨幣
としての循環するようにポイントプログラムを
設計することで，企業ポイントは地域通貨とし
て機能する可能性があると考えられる。また，
企業ポイントがシステム参加者の資本と相互に
交換できることが可能となれば，システム内を
循環することが可能となり，地域通貨として機
能すると期待される。

企業が独自の経済市場を創り出し，企業ポイ
ントが市場取引の媒介をする貨幣として機能す
ることが可能であれば，法定通貨による市場の
影響を緩和し，企業は安定した経営を行うこと
ができるのではないだろうか。このような新た
な経済システムの形成は，安定した経済市場を
生み出し，市場全体の経済活性に貢献できると
考えられる。

今後の課題として，中小企業間の取引や特定
の業態間での利用，都心と地域をつなぐような
仕組みや生産者と消費者を直接つなぐような経
済システムなど，より具体的なシステムの設計
を提示していきたい。
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に支援しあう，相互扶助のこと。
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社　ニュースリリース

 http://www.ccc.co.jp/company/news/2013/2013
0920_003713.html

【参考文献】
Gesell, Silvio （1920） Die natürliche Wirtschaftsord-

nung durch Freiland und Freigeld.4 Auflage, 
Berlin.（相田愼一訳（2007）『自由地と自由貨幣
による自然的経済秩序』ぱる出版）

Greco, Thomas H. （2000） New Money for Healthy 
Communities.（大沼安史（2001）『地域通貨ルネ
サンス―まち起こしマネー戦略―』本の泉社）

Hayek, F. A. （1976, 1978） Denationalisation of 
Money.（川口慎二訳（1988）『貨幣発行自由化論』
東洋経済新報社）

Keynes, J. M. （1920-1926） Social, Political and 
Literary Writings, as Collected Writings of John 



Rikkyo Bulletin of Business No.11

－102－

Maynard Keynes, Vol.28, The Royal Economic 
Society, London, 1982.（那須正彦（2013）『社会・
政治・文学論集（ケインズ全集第 28 巻）』東洋
経済新報社）

Keynes, J. M. （1930） A Treatise on Money vol.1 -the 
pure Theory of Money, as Collected Writings 
of John Maynard Keynes, Vol.5, The Royal 
Economic Society, London.（小泉明・長澤惟恭
訳（1971）『貨幣論Ⅰ（ケインズ全集第 5 巻）』
東洋経済新報社）

Keynes, J. M. （1936） The General Theory of 
Employment Interest and Money, as Collected 
Writings of John Maynard Keynes, Vol.7, The 
Royal Economic Society, London, 1971.（塩野谷
祐一訳（1983）『雇用・利子および貨幣の一般理
論（ケインズ全集第 7 巻）』東洋経済新報社）

Lietaer, Bernard A. （1999） Das Geld der Zukunft, 
Riemann Verlag.（小林一紀・福本初男訳（2000）

『マネー崩壊―新しいコミュニティ通貨の誕生』
日本経済評論社）

Luhmann, Niklas （1988） Die Wirtschaft der 
Gesellschaft.（春日純一訳（1991）『社会の経済』
文眞堂）

Marx, Karl （1867） Das Kapital.（資本論翻訳委員会
（1997）『資本論』第 1 巻 a，新日本出版社）

Menger, Carl （1871） Grundsätze der Volk-
swirtschaftslehre.（安井琢磨・八木紀一郎訳

（1999）『国民経済学原理』日本経済評論社）
岩井克人（1998）『貨幣論』筑摩書房．
江頭進（1999）『F. A. ハイエクの研究』日本経済評

論社．
大垣尚司（2005）『電子債権―経済インフラに革命が

おきる』日本経済新聞社．
春日淳一（2000）「貨幣と時の矢―システム論による

貨幣の哲学をめざして〔1〕―」『関西大学「経済
論集」』第 50 巻第 3 号，pp.287-298．

春日淳一（2003）『貨幣論のルーマン』勁草書房．
黒木隆三（2012）「ミンスキー・モーメント」原正彦

編（2012）『グローバルクライシス』青山社．
嵯峨生馬（2004）『地域通貨』NHK 出版．
杉浦宣彦・遊橋裕泰・宮脇啓透（2008）『モバイル

バリュー・ビジネス　電子マネー・企業ポイン
ト・仮想通貨の見方・考え方』中央経済社．

富田勝己（2013）「ポイント・マイレージの最新動
向―成熟した消費者マインドがもたらすマーケ
ティング改革―」第 190 回 NRI メディアフォー
ラム．

西部忠（2013）「地域通貨とはなにか―統合型コミュ
ニケーション・メディア―」西部忠編（2013）

『福祉＋α③　地域通貨』ミネルヴァ書房．

野村総合研究所（2012）『IT ナビゲーター 2013 年版』
東洋経済新報社．

野村総合研究所　情報・通信コンサルティング一部
企業通貨プロジェクトチーム（2006）『2010 年
の企業通貨』東洋経済新報社．

廣田裕之（2011）『改訂新版　地域通貨入門―持続可
能な社会を目指して』アルテ．

藤原新（2008）「「一般的交換価値」の測定とケイン
ズの指数論」『立教大学経済学研究』第 62 巻第
2 号，pp.73-93．

前田正尚・齊藤成人（2013）「地域通貨とコミュニ
ティファイナンス」西部忠編（2013）『福祉＋α
③　地域通貨』ミネルヴァ書房．

松原隆一郎（2011）『ケインズとハイエク―貨幣と市
場への問い』講談社．

屋嘉宗彦（2003）『新版　マルクス経済学と近代経済
学』青木書店．

安岡寛道（2007）「企業通貨におけるポイント・マイ
レージの現状と将来性」『日本大学大学院総合社
会情報研究科紀要』No.8，pp.113-124．

安岡寛道・田中大輔・木ノ下健・平川健司・石橋英
城・小林千波（2011）『スマートマネー経済圏』
日経 BP マーケティング．

安冨歩（2000）『貨幣の複雑性：生成と崩壊の理論』
創文社．

若林隆久（2007）「企業ポイントは企業通貨といえる
か」『赤門マネジメント・レビュー』6 巻 12 号，
pp.659-674．

【資料】
経済産業省（2009）「企業ポイントの法的性質と消費

者保護のあり方に関する報告書」．
産業構造審議会産業金融部・流通部（2008）「新たな

支払サービスの現状と課題」，第 1 回商取引の支
払に関する小委員会．

野村総合研究所（2012）「日常生活に関するアンケー
ト調査」．

野 村 総 合 研 究 所，2013 年 5 月 10 日，NEWS 
RELEASE．

【インターネット資料】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社ホー

ムページ
 http://www.ccc.co.jp/
株式会社ロイヤリティ　マーケティングホームペー

ジ
 http://www.loyalty.co.jp


